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新津商工会議所 No.312-1 2012年 6月 20日

TEL:22-0121
FAX:25-2332

URL:http://www.niitsu.or.jp・Email:n-cci@fsinet.or.jp

～セミナーご案内～

「大切なことはみんなマクドナルドで教わった」
世界一優れたホスピタリティ企業 マクドナルドの秘密とサービス業の素晴らしさ

鴨頭さんは２０数年間マクドナルドで働き、無数の賞を受賞、サービスとサー

ビスマンのマネジメントを極めた達人です。本セミナーではサービス業の素晴

らしさを、実体験で得た知識やノウハウ、経験を通して語っていただきます。

日 時：７月２６日(木 )１４：００～１５：３０

講 師：鴨 頭 嘉人 氏
かもがしら よしひと

場 所：一楽(秋葉区新津本町２)

受講料：会員：無料 非会員：３，０００円

定 員：５０名(定員になり次第締切)

主 催：新津商工会議所・中小企業相談所

商業部会／諸業部会

申込先：新津商工会議所(TEL:22-0121)

上期源泉税相談会開催

専従者や従業員に給料を支給している青色事業者のうち、納期特例の適

用を受けている方々を対象に、源泉所得税の事務相談会を開催いたします。

○日 時：７月６日(金)・７月９日(月)

９：００～１２：００／１３：００～１６：００

○場 所：新津商工会議所 ３Ｆ

○相談料：無 料

○持参するもの：・給与支払明細書

・一人別源泉徴収簿（平成24年上期分記入してきて下さい）

・源泉納付書（平成23年分決算書に同封の印字されたもの）

○主 催：新津商工会議所／新津中小企業相談所

○共 催：新津青色申告会
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省エネ・節電に関するお得なサービス！
省エネルギーセンターでは従前より経済産業省の支援のもと、毎年、中

小規模工場やビルを対象とする無料の省エネ診断を行っておりましたが、

本年度は従来の省エネ診断に加え節電診断および省エネ節電説明会への講

師派遣も実施することになりました。

“夏場に向け節電に取組みたいがどうすればいいのかわからない”また

“うちの事業所ではどのくらいの効果が見込まれるのか？”とお考えの事

業者の方、省エネルギーセンターの診断を受けてみませんか？あわせて省

エネや節電の説明会等の機会がありましたら、専門家講師を派遣いたしま

すのでこちらのほうも是非お申し込みください。

これらの診断や講師派遣のサービスはすべて無料で受けられます。

■お問い合わせ先

【省エネ・節電診断サービス】

診断指導部：TEL 03-5543-3016

【講師派遣サービス】

家庭・地域省エネ普及本部：TEL 03-5543-3013

＜住民税＞扶養控除の見直しについて
平成２２年度税制改正により、平成２４年度からの個人市民税・

県民税において一部の扶養控除が廃止及び縮減となります。

▼年少扶養控除の廃止

１６歳未満の扶養親族にかかる３３万円の年少扶養控除が廃止さ

れます。

▼特定扶養控除の縮減

１６歳以上１９歳未満の特定扶養親族にかかる１２万円の扶養控

除の上乗せ部分が廃止され、扶養控除の額は３３万円となります。

◆扶養控除の変更内容◆

扶養親族の年齢 改正前 改正後

１６歳未満 ３３万円 なし(廃止)

１６歳～ ４５万円
３３万円

１９歳未満 (特定扶養控除３３万円＋上乗せ１２万円

詳しい内容は新潟市役所 財務部 税制課(TEL:025-226-2245)まで
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新津商工会議所 No.312-2 2012年 6月 20日

TEL:22-0121
FAX:25-2332

日本政策金融公庫国民生活事業の融資概要
運 転

ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ貸付 4,800万円
設 備

８年超 ０.９5％～

1学生あたり 教 育
教育一般資金貸付

300万円 資 金
15年以内 2.６5％

セーフティネット貸付や教育一般資金貸付等、日本政策金融公庫国民生活事業の申込
は公庫新潟支店(新潟市中央区万代4-4-27 NBF新潟テレコムビル９Ｆ TEL:025-246
-2011・FAX:025-246-2022）か当所へ

運 転 ７年以内
経営改善貸付 1,500万円

設 備 10年以内
1.７5％

融資対象者は、下記の要件を全て満たした方
①原則として６ヶ月以上、商工会議所の経営指導を受けている方
②最近１年以上、新潟市秋葉区(新津地域)内で事業を営んでいる方
③常時使用する従業員が商業・飲食業・サービス業では５人以下、製造
業・その他業種では２０人以下の法人・個人事業主の方

④所得税、法人税等の税金を完納されている方
⑤日本政策金融公庫国民生活事業の融資対象業種を営んでいる方

経営改善貸付の申込みやお問い合わせは、新津商工会議所(TEL:0250-2２-０１２1)

資金繰り円滑化相談会
中小企業皆様の事業の円滑な資金調達を支援するため、下記により新津商工会
議所を会場に定例相談会を開催いたしますのでお知らせいたします。
●新潟県信用保証協会定例相談会(毎月第１火曜日１０：００～)

７月 ３日(火)・８月 ７日(火)
●日本政策金融公庫定例相談会(毎月第２火曜日１０：００～)

７月１０日(火)・８月１４日(火)
※相談会のご利用については、ご予約をお願いします。(TEL:22-0121)

安心をお届けする商工会議所共済制度

ベストウィズキャンペーン実施中！
当所では６月29日(金)までベストウィズキャンペーンを実施しております。
会員事業所の福利厚生の一環として、会員の皆様に共済制度のご案内やプラ

ン紹介などを致します。
この機会にご検討下さいますようお願い致します。
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新潟国際ビジネスメッセ(10/25～10/26)共同出展者募集！
＜残り枠あとわずかとなりました！＞

新潟国際ビジネスメッセは地域や企業規模を問わないビジネスチャン拡大のため
の商談型産業見本市です。製造業に限らず、環境・情報・くらし・サービスなど、
業種に関係なく出展できます。（但し食品を除く）
当所で用意する共同出展者枠は残りわずかとなりました。出展を希望される方は

７月１３日（金）までに当所担当（遠山）へご連絡下さい。

記

１．開 催 日：１０月２５日（木）～２６日（金）の２日間
２．会 場：新潟市産業振興センター
３．出展費用：一部を負担して頂きます。（１社あたり３～４万円程度）

改正育児・介護休業法が７月１日から全面施行されます！！
平成２２年から施行されている改正育児・介護休業法で、従業員数が１００

人以下の事業主に適用が猶予されていた以下の３つの制度について、平成２４

年７月１日から全ての事業主に適用になります。

１．３歳未満の子の育児のための短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)

⇒短時間勤務(１日の所定労働時間を原則６時間以下とする)ができる制度です。

２．３才未満の子の育児のための所定外労働時間の免除

⇒残業が免除される制度です。

３．介護休暇

⇒介護などの必要がある場合、その日について

仕事を休む事が出来る制度です。

(対象家族が１人…年５日、２人以上…年１０日)

※詳細については下記までお問い合わせ下さい。

新潟労働局雇用均等室(TEL:025-288-3511)

新津商工会議所主催 共済加入者還元事業 第１６回「共済の集い」
～ 夜景を見ながらホテルリゾートガーデンで楽しいビアパーティー ～

【開 催 日】８月２４日（金）１７：５０～２０：００

【会 場】新潟グランドホテル 屋上ビアガーデン

【参 加 費】お一人様 ２，５００円 ※送迎バスあり

【参加資格】当所会員事業所で「さつき共済」「特定退職金共済」「アクサ生命個

人保険」「福祉共済」のいずれかに加入されている方に限ります。

【定 員】１６０名(１事業所４名まで) ※定員になり次第締切

【問い合わせ先】アクサ生命保険推進員 TEL:２４－９８１４

※参加申込書に必要事項をご記入の上、新津商工会議所へお申込み下さい。

※７／２（月）より申込受付開始。

※詳しい内容はチラシをご覧下さい。


